
別紙１  

 

技術提案書の提出者を選定するための基準 
【（仮称）道の駅アリストぬまくま改築工事設計業務委託】 

評価項目 
評価の着目点 

配点 

（評価のウエート） 

 判断基準  小計 

提出者の 

技術力 

公告日を基準

として過去 15

年間に完了し

た（2011 年 6

月 1 日以降に

完了した）設

計業務の実績

（過去 15 年

間の実績のう

ち 1 件を評価

対象とする。) 

 業務の実績について次の順で評価する。 
市等から受注した元請としての新築設計業務実績を１件、次

の順で評価する。 
① 道の駅又はサービスエリア（パーキングエリア含む。） 
② これに類似する施設（注１） 
③ その他（①及び②を除く） 
 
（※市等とは、国若しくは地方公共団体又は特殊法人、認可法
人、若しくは、独立行政法人とする。） 

10 
10 

(25.0%) 

技術者の 

資格 

専門分野の技

術者資格 

 各担当分野について、資格の内容により
評価する。 

主 任 担 当
技術者 

総合 2 

6 
(15.0%) 

構造 1 

電気 1 

機械 1 

積算 1 

技術者の 

技術力 

公告日を基準

として過去 15

年間に完了し

た（2011 年 6

月 1 日以降に

完了した）設

計業務の実績

のうち１件を

評価対象とす

る。 

 
次の業務の実績のうち 1 件を評価する。  
① 同種業務（※１）の実績がある。 
② 類似業務（※２）の実績がある。 
 
 上記に加え、実績の立場をそれぞれ次の
順で評価する。 

● 管理技術者の場合 
1) 管理技術者又はこれに準ずる立場 
2) 主任担当技術者又はこれに準ずる立 
場 
3) 担当技術者又はこれに準ずる立場 
● 主任担当技術者の場合 
1) 管理技術者、主任担当技術者又はこれ
に準ずる立場 

2) 担当技術者又はこれに準ずる立場 
 
注１ 「これに類似する施設」とは、令和
6年 1月 9日国土交通省告示第 8号別添二
に定める「建築物の類型」の第五号（商業
施設）の第 1 類及び第 2 類に該当する施
設を指すものとする。 

管理技術者 7 

15 
(37.5%) 

主 任 担 当

技術者 

総合 4 

構造 1 

電気 1 

機械 1 

積算 1 

※１ 同種業務とは、国若しく
は地方公共団体等が発注した、
延べ面積 1,400 ㎡以上の道の駅
やサービスエリア（パーキング
エリア含む。）の新築又は増築
（当該増築部分が延べ面積
1,400 ㎡以上のものに限る。）に
係る実施設計業務を元請（設計
共同体も含む。ただし、出資比率
が 30％以上の構成員に限る。）と
して履行し、完了したもの。 

※２ 類似業務とは、延べ面積

1,400 ㎡以上の道の駅やサービ

スエリア（パーキングエリア含

む。）又はこれに類似する施設

（注 1）の新築又は増築（当該増

築部分が前記規模のものに限

る。）に係る実施設計業務を元請

として履行し、完了したもの。 

過去の 

受賞歴 

 主任担当技術者以上の立場で携わった

受賞歴の回数を評価する。 

 

管理技術者 5 9 

(22.5%) 主 任 担 当
技術者 総合 4 

 

合計点 

 

40 

(100.0%) 

※評価は、別紙 9 提案者選定及び技術提案書特定評価要領により行う。 


